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11 月教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日 時    令和７年 11 月 26 日（水）13 時 15 分から 14 時 23 分 

２ 場 所    豊後高田市役所真玉庁舎教育委員会室 

３ 出席委員 

教育長     河野 潔 

職務代理者   桑原 猛 

委員      松成 康男 

委員     護城 和代 

委員      山尾 華織 

４ 事務局 

   市参事兼教育総務課長  植田 克己 

   文化財室長   河野 典之 

   学校教育課長  上家 誠夫 

５ 書 記 

総務管財係長  岩田 隆宏 

６ 議 題 

 １ 教育委員会事務局 11 月執行経過報告及び 12 月行事予定について 

 ２ 議題 

(１) 第 26 号議案 豊後高田市立学校管理規則の一部改正について 

(２) いじめ・不登校問題について 

(３) 令和８年度教職員定期異動方針について 

(４) 中学校における部活動（スポーツ・文化芸術）の地域展開について 

(５) 教育ＤＸの推進について 

(６) 二十歳のつどいについて 

 

その他 

 

開会あいさつ   教育長から開会あいさつ 

議事進行     桑原職務代理者 

 

 （桑原職務代理者） 

  それでは、只今から、令和７年第 11 回定例教育委員会を開会いたします。 

会議次第に沿って進行します。 
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〇教育委員会事務局 11 月経過報告について（資料１～２ページ） 

教育長から 11 月執行経過報告について、資料にもとづき説明。 

・11 月 ２日  豊後高田市民文化祭 

・11 月 ５日  おおいた教育の日推進大会 

・11 月 10 日  大分県市町村教育長会議兼教育情報化推進本部会議 

・11 月 14 日  市人権・部落差別解消教育研究発表会 

・11 月 19 日  高田中学校女子陸上競技部県大会市長報告 

・11 月 20 日  第 18 回大分県中学校総合文化祭 豊後高田大会 

・11 月 25 日  文部科学省地方教育行政実務研修(～12 月 12 日) 

・11 月 27 日  豊後高田市小中音楽会（～28 日） 

   〃     豊後高田市教育支援委員会 

・11 月 30 日  豊後高田市ＰＴＡ連合会研修会 

   〃     国東半島芸術文化祭クロージング 

 

（護城委員） 「おおいた教育の日推進大会」に参加しました。 

       発表した子ども達の文章はどれも本当に素晴らしかったです

が、中でも高校生の発表は、自分の住む地域が大好きで良い所

であるということを伝えるための文章力、発表力ともに、大変

優れたものであり、心に残った素晴らしいものでした。 

 

 （各委員） その他、意見・質問等なし。 

 

 

〇教育委員会事務局 12 月行事予定について（資料３ページ） 

教育長から事務局 12 月行事予定について、資料にもとづき説明。 

・12 月 ３日  市議会開会（～18 日：閉会） 

※９日：議案質疑、10・11 日：一般質問、15 日：社会文教委員会 

 

 （各委員） 意見・質問等なし。 

 

 

〇第 26 号議案 豊後高田市立学校管理規則の一部改正について 

 （資料４～５ページ） 

 学校教育課長から資料に沿って説明。 
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（桑原職務代理者：議事進行） 

ただいまの提案について、ご意見・ご質問はありませんか？ 

 

（松成委員） 本改正は、教職員の異動に伴い、引っ越しなどを含め、時間的

余裕を設けるための意味合いもあるのでしょうか？ 

 

 （学校教育課長） 

その意味合いも含めての改正となります。 

 

（松成委員） 改正については、子ども達の春休みの話ではなく、教職員のた

めの改正ということでしょうか？ 

 

 （教育長） 

今年の３月議会の中で質問をいただき、全県下、このような形になりつつあ

りますので、１週間早める旨の答弁も行ったところです。 

  教職員も人事異動発表を含めて１週間早まりますので、引っ越しや整理期

間としても様々なことに余裕をもって臨めると考えています。 

  また、子ども達も春休みが慌ただしいので、ゆっくりと家庭で過ごす時間を

設けるという、様々な意味合いが含まれる改正であるとお考え下さい。 

 

（松成委員） 過去から異動の際の課題を聞いていましたので、良い改正であ

ると思うのですが、具体的には春休みが１週間伸びるという認

識でよいのでしょうか？ 

 

 （教育長）  その通りです。 

 

（山尾委員） この改正の適用は、小・中学校、高校まででしょうか？ 

       幼稚園は含まれないのでしょうか？ 

 

 （教育長）  豊後高田市立の小、中学校のみが適用となります。 

 

（護城委員） この改正で離任式が早まるなども考えられるのでしょうか？ 

 

 （教育長） 

離任式の日程については、各学校の判断、学校長の決定となりますので、現

時点では、お答えできない内容となります。 
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（桑原職務代理者：議事進行） 

 その他、意見、質問が無いようでしたら、第 26 号議案に対する審議を終結

します。 

引き続き、採決に移りたいと思います。  

本議案を承認することについて、ご異議ございませんか？ 

 

（各委員） ありません。 

 

（桑原職務代理者：議事進行） 

ご異議なしということで、承認することに決しました。 

 

 

〇いじめ・不登校問題について           （資料６～10 ページ） 

 学校教育課長から資料に沿って説明。 

 

（山尾委員） 資料中にあるいじめの認知件数については、教職員からの聞き

取りによるものでしょうか？若しくは、子ども達へのアンケー

トなどの結果によるものでしょうか？ 

 

 （学校教育課長） 

今回の結果については、文部科学省が実施する問題行動調査に基づく内容で

して、学校に対して子ども本人が言葉で伝えてきたもの、アンケートなどの紙

で伝えてきたもの、保護者から伝わってきたものなど、学校が持っている全て

のいじめ事案を調査票に記入して、各学校が提出しているものになります。 

 

（護城委員） 不登校の推移における中学校の状況についてですが、高校など

への進学を含め、中学校卒業後の状況は把握されていますか？ 

 

 （学校教育課長） 

不登校の定義としましては、やむを得ない事情で年間 30 日以上の欠席して

いることとなっています。 

年度当初に調子が合悪く 30 日以上欠席したけど、改善してその他の日は全

て出席できたということでも、不登校としてカウントされます。 

  全てが家から出られないということではなく、改善している子ども達も多

くいます。90 日以上の欠席、180 日以上の欠席状況も確認しているのですが、

本市では、ほとんどない状況であります。 
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  また、子育て支援課と連携して、卒業後の状況を把握するための会を設けて

おり、ある程度把握できますので、引きこもりと言われている 18 歳までの子

どもについては、０人となっています。 

  しかし、追跡が難しいという面もありますので、様々な課や関係機関と連携

しながら、見逃しが無いように対応しているところです。 

 

（桑原委員） いじめの解消定義は何になるのでしょうか？ 

 

 （学校教育課長） 

一点目が、３か月間いじめが無い状況ということ。二点目は、当該行為が止

んでいることを当該児童・生徒、若しくは保護者に確認を取るということにな

っています。 

この２つを満たす場合、定義上はいじめ解消となります。 

 

 （各委員） その他、意見・質問等なし。 

 

 

〇令和８年度教職員定期異動方針について       （資料11～19ページ） 

 学校教育課長から資料に沿って説明。 

 

 （各委員） 意見・質問等なし。 

 

 

〇中学校における部活動（スポーツ・文化芸術）の地域展開について 

（資料 20～23 ページ） 

 学校教育課長から資料に沿って説明。 

 

 （各委員） 意見・質問等なし。 

 

 

〇教育ＤＸの推進について               （資料 24 ページ） 

 学校教育課長から資料に沿って説明。 

 

（松成委員） 教職員のタブレットについてですが、子ども達同様、１人１台

整備されているのでしょうか？また、デジタル教科書は、タブ

レット若しくはＰＣどちらで使用するものなのでしょうか？ 
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 （学校教育課長） 

クラウド版のデジタル教科書であれば、ＩＤとパスワードがあれば、どちら

にも対応しています。 

通信環境が良くない場合も想定し、保険としてＤＶＤを付けている教科書会

社もありますので、その際は、ＰＣを使って授業を進めることができるように

もなっています。 

 

（山尾委員） 子ども達の教科書が多く、重たさもかなりのものとなる大変さ

からすると、デジタル教科書はタブレットひとつに集約される

ので良い面もあると思うのですが、「書く」ことになると、個々

人の癖もあり、タブレットが正しく反応しないなどの不具合も

あるため、「書く」ことについては、まだまだ難しいと子ども

の宿題を見ていて感じています。 

 

 （各委員） その他、意見・質問等なし。 

 

 

〇二十歳のつどいについて               （資料 25 ページ） 

 教育総務課長から資料に沿って説明。 

 

（松成委員） 県内で１月２日開催は、まだ豊後高田市だけなのでしょうか？ 

 

 （教育総務課長） 

今のところ、本市のみと聞いております。 

 

 （各委員） その他、意見・質問等なし。 

 

 

 （桑原職務代理者：議事進行） 

  議事等が全て終了しました。 

  その他について、事務局から説明をお願いします。 

  ・第 38 回大分県中学校駅伝競走大会 結果報告について（学校教育課長） 

  ・高井郁朗前教育委員の地方教育行政功労者表彰の（文部科学大臣表彰）・ 

地方自治功労関係功労者表彰（大分県知事表彰）受賞について 

・大分県教育奨励賞受賞について                     （教育総務課長） 
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○その他 次回の開催について 

 次回は令和７年 12 月 25 日 木曜日の 13 時 15 分からに決定。 

 

以上閉会。 

 

 


